
 
 

本学は、関西学院大学、同志社大学、立命館大学との間で「関西四大学大学院学生の単位互

換に関する協定」を提携しています。この協定により、単位互換履修生の相互受け入れを行い、

各大学大学院での授業科目の履修及び単位の取得を認めています。研究上の必要により、各大

学大学院の授業科目の履修を希望する者は、指導教員の許可を得た上で、下記の要領で出願し

てください。 

記 

 

１ 履修科目の取り扱い 
各大学大学院で履修する授業科目は、追加科目として取り扱います。追加科目の単位

は、修了所要単位には含まず、当該年度の履修制限単位にも含みません。 

ただし、指導教員の承認を得た上で、追加科目の単位を修了所要単位に充当する場合

は、当該年度の履修制限単位に含みます。本学大学院と各大学大学院で履修する科目の

単位の合計が、制限単位を超過しないように注意してください。 

なお、修了所要単位への充当の要否については、願書の備考欄で選択してください。 

 

２ 願書受付  平成２１年４月３日（金）、４日（土）９：００～１８：００ 

        （※総合情報学研究科は９：００～１７：００） 

※春学期(前期)、秋学期(後期)、集中及び通年の全ての科目について受け付けます。 

※秋学期に再募集はいたしません。 

 

３ 提出先 

教務センター資格支援チーム〔第２学舎１号館１階〕または総合情報学部オフィス 

（以下、「教務センター」という。） 

 

４ 提出書類 

（１）関西四大学大学院単位互換履修生願書（教務センターで配布） 

（２）写真 ２枚（内１枚は願書に貼り付け）縦３cm×横 2.4cm（カラー） 

 

５ 出願に際しての留意事項 

（１）指導教員と相談し了解を得なければなりません。 

（２）出願に先がけて、指導教員から履修を希望する他大学大学院の授業科目担当教員

に連絡をとり、予め了解を得てください。また、念のため受講者本人も最初の授

業に出席し、直接授業科目担当教員の了解を得てください。 

（３）授業科目担当教員の了解を得た場合でも、出願先の大学院の事情により、受講が

許可されない場合があります。 

（４）願書は、履修を希望する授業科目を開講する大学院ごとに必要ですので、上記４

の提出書類をそれぞれ作成してください。 

 

６ シラバス（講義要項）、時間割等の閲覧 

各大学大学院のシラバス、時間割等は３月末に届きます。閲覧の準備が整い次第イン

フォメーションシステムにてお知らせいたします。なお、閲覧場所は教務センターまた

は総合情報学部オフィスです。 

 

７ 履修許可発表 

５月中旬に各大学大学院から履修許可者の報告があります。詳細については、後日イ

ンフォメーションシステムにてお知らせします。 

 

８ 許可者発表までの受講 

履修許可発表までの間は、出願した授業科目を仮受講してください。 

初回の授業日や教室は、予め各大学大学院の時間割等で確認してください。 

以 上 


